
サービス産業従業員の受動喫煙曝露濃度を明らかにする

 諸外国は「たばこの規制に関する世界
保健機関枠組条約」第8条「受動喫煙
からの保護」により、カフェやバーも
含めて全面禁煙とする法律が成立

 わが国でも公共施設・交通機関や一般
職場の禁煙化は進んできたが、 サー
ビス産業（特に飲食店）は対策が遅れ
ており、利用者も従業員も高濃度のタ
バコ煙に曝露

 その実態を明らかにし、「全面禁煙で
従業員の健康を守る」ことを政策決定
者や世論に訴えることで、わが国にも
受動喫煙防止法を成立させる
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